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●発生時期となる６月下旬から園地内をよく見廻り、発見次第捕殺します。梅雨時期は主幹下部でよく見つかり、
降雨のあった翌日の晴天日に発生の多い傾向があります。梅雨明け後は動きが素早くなり、日中は樹冠内に
潜んでいます。

●捕獲時に刺激のある分泌物を出すことがあるので、手袋を着用します。
●以下の登録農薬を発生時期には樹全体に、収穫後には樹幹に散布します。

桃のクビアカツヤカミキリ防除
１．成虫の対策

●フラス（木くず）が排出される時期に、排出口か
らドライバーなどで樹皮を剥がしながら食入孔を
探り、幼虫を発見次第、刺殺します。

●樹皮を剥がした部分には、保護資材を塗布します。
●食入孔を探索しても幼虫が奥深くにいるなどで発
見できないときは、排出口にエアゾール剤（ロビ
ンフッド）のノズルを突っ込み薬液を噴射します。

２．幼虫の対策
●薬液を噴射します。食害を受けた樹木は、伐採・
抜根します。
●伐採した幹・枝は、園地に放置せず、チッパー等
による細断や地中への埋設などで処理します。
●抜根ができないときは、切株を厚手のシート等で
被覆するか覆土します。

３．被害樹の処分

　近年、町内一円において野生動物の出没情
報が寄せられています。特にイノシシ・サル
の出没が目立っています。
　もし、野生動物と遭遇した場合は、大声を
出したり、物を投げたり、棒で追い立てたり
しないようにしてください。
※興奮して人を襲ってくる可能性があります。
　慌てて走りだしたりせずに、落ち着いて速
やかにその場から立ち去ってください。
　目撃した場合は、上板町役場　産業課（☎
088－694－6806）または、徳島板野警察
署（☎110）へ連絡してください。

　本町では、農業用廃ビニールの適正処理のため、回収日を
設定しております。
　今年度につきましても下記のとおり、回収を行いますので、
出し方のルールを厳守し搬入して下さい。詳細については、
下記のお問い合わせ先までご連絡下さい。
■回 収 日　（第１回）令和５年６月27日（火）　9：00～15：00
　　　　　　（第２回）令和５年11月28日（火）　9：00～15：00
■場　　所　板野郡農協　旧大山支所（神宅字堂床）
■処理品目　塩化ビニール類、硬質プラスチック類

※注意事項　農業用廃ビニール以外の異物が混入しないよう
に十分注意して下さい

　　　　　　塩ビと硬質プラでは、金額が異なるため分けて
搬入して下さい

● お問い合わせ ●　　農林水産総合技術支援センター
資源環境研究課　☎０８８－６７４－１９５４　　高度技術支援課　☎０８８－６７４－１９２２

● お問い合わせ ●
上板町役場　産業課

☎０８８－６９４－６８０６
● お問い合わせ ●

上板町役場　産業課　☎０８８－６９４－６８０６

モスピラン顆粒水溶剤
アクタラ顆粒水溶剤
テッパン液剤

2,000倍
2,000倍
2,000倍

収穫前日まで
収穫前日まで
収穫前日まで

散布
散布
散布

３回以内
３回以内
２回以内

農薬の名称 希釈倍数 使用時期 使用方法 使用回数

令和５年度
農業用廃ビニール類の
共同処理について

野生動物に注意！

オス

メス

● お問い合わせ ●　　上板町役場　環境保全課　　☎０８８−６９４−６８１３

　令和４年度にご家庭から排出された可燃ごみ量は約2,116㌧で、前年度と比べ排出量は約0.26㌧増加し、１人１
日当たりの家庭系可燃ごみの排出量は、令和４年度は503㌘で、前年度より約９㌘増加しました。
　町民皆様は、なお一層の「ごみ分別」にご協力頂き、ごみ減量に努めて下さい。

　令和４年度に事業所から排出された可燃ごみ量は約
1,017㌧で、前年度と比べ排出量は約69㌧、率にして約
7.3％増加しました。１人１日当たりの事業系可燃ごみの
排出量は241㌘で前年度より約20グラム増加しました。ま
た、令和３年度の一般廃棄物処理実態調査では、１人１日
当たりの事業系ごみ排出量の徳島県平均値は229㌘となっ
ており、本町はこの数値を上回っています。

　町内の事業所から排出された可燃ごみは中央広域環境施設組合（構成市町は上
板町・板野町・吉野川市・阿波市）の処理施設に搬入し処理されており、組合負
担金の負担割合は、家庭系と事業系を併せたごみの搬入量が反映されています。
　事業者の皆様におかれましては、負担金削減のため引き続き事業系廃棄物の減
量化及び再資源化の推進にご協力をお願いします。

���
������

���
������

���
������

���
������

���
������

���
������

���
������

���
������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

���
������
���
������

���
������ ���
������ ���
������

���
������

�)�����å�S �)�����å�S �3�i�å�S �3���å�S �3���å�S�3���å�S �)�����å�S �)�����å�S �3�i�å�S �3���å�S �3���å�S�3���å�S

������

������

������

������

������
������

�H�	�%�D�é�]�ˆ�”�w
*�  ��
����Ô�p�h�“�w�H�	�%�D�é�]�ˆ

		Z�”�w
*� 

�o�•�•�C �o�•�•�6

�H�	�%�t�|�Ä�À�%�D�é�]�ˆ�”�w
*� �H�	�%�t�|�Ä�À�%�D�é�]�ˆ�”�w
*� 

���
������

���
������

���
������

���
������

���
������

������

������

���
������
���
������

���
������
������

������

���
������

�)�����å�S �)�����å�S �3�i�å�S �3���å�S �3���å�S�3���å�S

�Ä�À�%�D�é�]�ˆ�”�w
*� 
�o�•�•�C

���}�Ä�À�%�D�é�]�ˆ�”

�
�}�H�	�%�D�é�]�ˆ�”

���
������

���
������

���
������

���
������

���
������

������

������

�Ä�À�%�D�é�]�ˆ�”�w
*� 
�o�•�•�C

���
������
���
������

���
������
������

������

���
������

�)�����å�S �)�����å�S �3�i�å�S �3���å�S �3���å�S�3���å�S

���}�Ä�À	��w�…�7�•

2023（令和 5）年 6月 1日　●　18



●発生時期となる６月下旬から園地内をよく見廻り、発見次第捕殺します。梅雨時期は主幹下部でよく見つかり、
降雨のあった翌日の晴天日に発生の多い傾向があります。梅雨明け後は動きが素早くなり、日中は樹冠内に
潜んでいます。
●捕獲時に刺激のある分泌物を出すことがあるので、手袋を着用します。
●以下の登録農薬を発生時期には樹全体に、収穫後には樹幹に散布します。

桃のクビアカツヤカミキリ防除
１．成虫の対策

●フラス（木くず）が排出される時期に、排出口か
らドライバーなどで樹皮を剥がしながら食入孔を
探り、幼虫を発見次第、刺殺します。
●樹皮を剥がした部分には、保護資材を塗布します。
●食入孔を探索しても幼虫が奥深くにいるなどで発
見できないときは、排出口にエアゾール剤（ロビ
ンフッド）のノズルを突っ込み薬液を噴射します。

２．幼虫の対策
●薬液を噴射します。食害を受けた樹木は、伐採・
抜根します。
●伐採した幹・枝は、園地に放置せず、チッパー等
による細断や地中への埋設などで処理します。
●抜根ができないときは、切株を厚手のシート等で
被覆するか覆土します。

３．被害樹の処分

　近年、町内一円において野生動物の出没情
報が寄せられています。特にイノシシ・サル
の出没が目立っています。
　もし、野生動物と遭遇した場合は、大声を
出したり、物を投げたり、棒で追い立てたり
しないようにしてください。
※興奮して人を襲ってくる可能性があります。
　慌てて走りだしたりせずに、落ち着いて速
やかにその場から立ち去ってください。
　目撃した場合は、上板町役場　産業課（☎
088－694－6806）または、徳島板野警察
署（☎110）へ連絡してください。

　本町では、農業用廃ビニールの適正処理のため、回収日を
設定しております。
　今年度につきましても下記のとおり、回収を行いますので、
出し方のルールを厳守し搬入して下さい。詳細については、
下記のお問い合わせ先までご連絡下さい。
■回 収 日　（第１回）令和５年６月27日（火）　9：00～15：00
　　　　　　（第２回）令和５年11月28日（火）　9：00～15：00
■場　　所　板野郡農協　旧大山支所（神宅字堂床）
■処理品目　塩化ビニール類、硬質プラスチック類

※注意事項　農業用廃ビニール以外の異物が混入しないよう
に十分注意して下さい

　　　　　　塩ビと硬質プラでは、金額が異なるため分けて
搬入して下さい

● お問い合わせ ●　　農林水産総合技術支援センター
資源環境研究課　☎０８８－６７４－１９５４　　高度技術支援課　☎０８８－６７４－１９２２

● お問い合わせ ●
上板町役場　産業課

☎０８８－６９４－６８０６
● お問い合わせ ●

上板町役場　産業課　☎０８８－６９４－６８０６

モスピラン顆粒水溶剤
アクタラ顆粒水溶剤
テッパン液剤

2,000倍
2,000倍
2,000倍

収穫前日まで
収穫前日まで
収穫前日まで

散布
散布
散布

３回以内
３回以内
２回以内

農薬の名称 希釈倍数 使用時期 使用方法 使用回数

令和５年度
農業用廃ビニール類の
共同処理について

野生動物に注意！

オス

メス
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がけ崩れ 土石流 地すべり

こんな前兆現象に注意！

急傾斜地
崩壊（ ）

　台風や大雨、地震などの際には、土砂災害にも注意が必要です。がけ崩れや土石流、地すべりなどの土砂災害は、
すさまじい破壊力をもつ土砂が一瞬にして多くの人命や住宅などの財産を奪ってしまう恐ろしい災害です。次の前兆
現象が起こっていないか十分に注意し、早めの避難を心がけましょう。

　徳島県では、地域防災力向上に向けた取組み等を積極的に推進で
きる防災リーダーを養成するため、徳島大学と連携して「地域防災
推進員養成研修」を実施しており、本年度においても実施すること
としております。
　受講を希望される方は、７月24日までに上板町役場企画防災課ま
でご連絡ください。

現在、上板町では防災事業に貢献していただける防災士の方を募集しています。
詳しくはホームページをご覧になるか上板町防災士会事務局までご連絡ください。
上板町防災士会事務局（企画防災課内）　☎０８８－６９４－６８２４

　上板町では、防災士の資格取得に対して補
助金を交付します。
★すでに取得されている方（取得後１年以内）
も対象となりますので、是非ご活用ください。
　詳しくはホームページをご覧になるか上板
町役場企画防災課までご連絡ください。

斜面が突然、崩れ落ちるのが、がけ崩
れです。大雨や長雨で地面に水がしみ
込んで起こりますが、地震によるもの
もあります。前ぶれがあまりなく、一
瞬で崩れます。

山の斜面や川底にある石、土砂などが、
長雨や大雨によって、一気に下流に流
されるのが土石流です。流れるスピー
ドは時速20kmから40km以上とたい
へん速く、大きな岩がまじっているこ
ともあります。

地面は、固さや性質の違ういくつもの
層が積み重なってできています。地下
水が粘土のようなすべりやすい層の上
にたまり、その層から上の地面がゆっ
くり動き出すのが地すべりです。

●がけにひび割れができる。
●地下水やわき水が止まる。
●小石がパラパラと落ちてくる。
●がけから木の根が切れるなどの音が
する。

●がけから水がわき出る。

●山鳴りがする。
●腐った土の匂いがする。
●急に川の水が濁り、流木が混ざり始
める。

●立木がさける音や石がぶつかり合う
音が聞こえる。

●雨が降り続いているのに川の水位が
下がる。

●地面がひび割れたり陥没する。
●家や擁壁に亀裂が入る。
●がけや斜面から水が噴き出す。
●樹木や電柱が傾く。
●井戸や沢の水が濁る。

● お問い合わせ ●　　上板町役場　企画防災課　　☎０８８－６９４－６８２４

６月は土砂災害防止月間です。
土砂災害の種類と注意すべき前兆現象

技の館正面玄関横に、土砂災害警戒区域等を
明示した現地表示板を設置しています。

上板町防災士
会員募集！！

令和５年度徳島県地域防災推進員養成
研修（短期講座）実施のお知らせ

防災士の資格取得に対する
補助制度

野焼きは原則禁止！！

● お問い合わせ ●　　上板町役場　産業課　　☎０８８－６９４－６８０６

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、
一部例外を除いては原則として禁止されています。

【例外規定（抜粋）】
〇農林業を営むためにやむを得ないものとして行わ
れる廃棄物の焼却　

　例：農業者が行う稲わらの焼却
〇落ち葉やその他日常生活を営む上で行われる廃棄
物の焼却であって軽微なもの

　例：落ち葉、木くず、草刈り後の枯れ草等の焼却
　
【焼却を始める前の注意事項】
〇乾燥注意報等が出ているときや風の強いときはや
めましょう。

〇水バケツ、消火器などの消火の準備をしましょう。
〇火災と間違われないように日没までに消火を終わ
らせましょう。

〇消火するまでは、その場を離れないようにしま
しょう。

〇１度に大量に燃やさないようにしましょう。

【不適切な焼却行為について】
①田んぼの近くに民家があるときは、風向きが民家
のほうでないことを確認し、周囲に迷惑がかから
ないように行ってください。
②道路に面している田んぼでは、煙が通行の妨げと
ならないように行ってください。
③直罰の対象とならない焼却であっても、周辺の生
活環境に影響が生じている場合は指導・処分の対
象となりますのでご注意ください。
④家庭ごみのプラスチックやビニール、また農業用
プラスチックやビニールを焼却することは例外規
定に該当しません。
　
【違反した場合の罰則】
・廃棄物処理法第16条の２の規定に違反すると「５
年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、ま
たはその両方が科される」場合があります。
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野焼きは原則禁止！！

● お問い合わせ ●　　上板町役場　産業課　　☎０８８－６９４－６８０６

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、
一部例外を除いては原則として禁止されています。

【例外規定（抜粋）】
〇農林業を営むためにやむを得ないものとして行わ
れる廃棄物の焼却　
　例：農業者が行う稲わらの焼却
〇落ち葉やその他日常生活を営む上で行われる廃棄
物の焼却であって軽微なもの
　例：落ち葉、木くず、草刈り後の枯れ草等の焼却
　
【焼却を始める前の注意事項】
〇乾燥注意報等が出ているときや風の強いときはや
めましょう。
〇水バケツ、消火器などの消火の準備をしましょう。
〇火災と間違われないように日没までに消火を終わ
らせましょう。
〇消火するまでは、その場を離れないようにしま
しょう。
〇１度に大量に燃やさないようにしましょう。

【不適切な焼却行為について】
①田んぼの近くに民家があるときは、風向きが民家
のほうでないことを確認し、周囲に迷惑がかから
ないように行ってください。
②道路に面している田んぼでは、煙が通行の妨げと
ならないように行ってください。
③直罰の対象とならない焼却であっても、周辺の生
活環境に影響が生じている場合は指導・処分の対
象となりますのでご注意ください。
④家庭ごみのプラスチックやビニール、また農業用
プラスチックやビニールを焼却することは例外規
定に該当しません。
　
【違反した場合の罰則】
・廃棄物処理法第16条の２の規定に違反すると「５
年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、ま
たはその両方が科される」場合があります。

　
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
役
所
の

仕
事
に
対
す
る
苦
情
や
要
望
な

ど
の
相
談
を
受
け
、
必
要
に
応

じ
て
関
係
行
政
機
関
に
あ
っ
せ

ん
を
行
い
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固

く
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
開
設
日

　
６
月
21
日（
水
）

■
開
設
時
間

　
午
後
１
時
30
分
〜

　
　
　
　
午
後
３
時
30
分

■
開
設
場
所

　
上
板
町
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

一
日
行
政
相
談
所

開
設
予
定
日● お問い合わせ ●

上板町役場　総務課　☎０８８−６９４−６８０１

民
地
か
ら
道
路
へ

突
き
出
し
た
立
木

な
ど
の
管
理
を
し

ま
し
ょ
う

宮
川
内
谷
川
の
河
川
監
視
カ
メ
ラ
が

一
般
公
開
さ
れ
ま
し
た

　
動
画
投
稿
サ
イ
ト
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
で
松
島
橋
よ
り
上
流
方
向
を
映

し
た
映
像
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
自
然
災
害
時

の
避
難
判
断
等
に
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

・
ア
ク
セ
ス
方
法

　
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
サ
イ
ト
内
に
て
「
宮
川
内
谷
川
徳
島
県
河
川
整
備

課
」
で
検
索
、
も
し
く
は
県
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
「
徳
島
県
水
防
情
報
」

内
の
「
カ
メ
ラ
映
像
」
か
ら
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。

　
台
風
等
で
立
木
が
道
路
上

へ
倒
れ
た
り
、
道
路
に
は
み

出
し
た
枝
で
通
行
車
両
が
損

傷
し
た
り
す
る
事
故
が
発
生

し
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
事
故
で
は
、
一

般
的
に
は
立
木
所
有
者
の
管

理
責
任
が
問
わ
れ
、
損
害
賠

償
等
の
責
任
を
負
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
事
故
を
未

然
に
防
ぐ
た
め
に
も
倒
れ
そ

う
な
立
木
や
道
路
へ
は
み
出

し
た
枝
は
早
め
に
伐
採
を
行

い
ま
し
ょ
う
。

● お問い合わせ ●
上板町役場　建設課

☎０８８−６９４−６８１２

● お問い合わせ ●
上板町役場　建設課　☎０８８−６９４−６８１２

21　●　広報かみいた　第300号



観葉植物は、手入れも簡単で、リラクゼーショ
ン効果もあります。ウッドの鉢で、観葉植物
を使った寄せ植え教室を開催します。おしゃ
れに飾って、お部屋に癒やしの空間を作って
みませんか？

観葉植物の
ガーデニング
してみませんか？

■日　時　令和５年６月28日　水曜日
　　　　　午後１時30分～
■場　所　馬道会館　☎088－694－4868
　　　　　上板町西分字原渕18番地２
■申し込み締め切り
　　　　　６月23日　金曜日　午後５時まで
■材料代　2,000円

■日　　時　令和５年６月23日　金曜日　午後１時30分～
■定　　員　15名（先着となりますので、お早めに電話でお申し込み下さい）
■参 加 費　材料費600円～1000円程度
■作 品 例　ブローチ、ブレスレット、ネックレスなど
■人権講座　講師　パープルシードあなん　監事　湯浅　真由美
　　　　　　仮題「くらしの中の女性の人権」
■場所・お問い合わせ
　馬道会館　☎088－694－4868　上板町西分字原渕18番地２

ハンドメイド好きの方に人気の「レジン」
様々な型に好きなパーツを入れて固めます。夏気分を盛り上げて
くれるオリジナルアクセサリーを作ってみませんか。
また、女性が健康で自身の能力や個性を発揮し、性別に関わりな
く様々な場面で活躍出来るようにお話しませんか？

夏のキラキラアクセサリーを
作ってみませんか。
（女性の人権についても考えてみよう）

藍マルシェ開催！藍マルシェ開催！藍マルシェ開催！藍マルシェ開催！

技の館（〒771－1310　徳島県板野郡上板町泉谷字原東32－4）

６月18日日
@技の館

10：00～15：00
※小雨決行

和三盆体験

今年も、藍染めの染料 “すくも” の生産日本一の町、上
板町で藍がいっぱいのマルシェが開催されます。
藍染め体験や藍染め作品の展示販売をはじめ、藍以外に
も様々なジャンルのお店が多数出展！
キッチンカーや、ワークショップ、子ども縁日、スタン
プラリー など家族みんなで楽しめるマルシェに是非お
こしください！

1,000円～2,000円 (内容に応じて)

所要時間　30分～60分
●館内見学
●サトウキビの絞り体験とサトウキビジュースの試飲
●白下糖を使用したお菓子の試食
●干菓子の手作り体験　※干菓子のお土産づくり　※希望者のみ＋1000円で干菓子９個を追加で手作り体験していただけます。（所要20分）

☎ 088－637－6555　FAX 088－637－6554　Email:ai@wazanoyakata.com

体験には事前の予約が必要です。
(１度に10名まで受付可)

● 予約・お問い合わせ ●　　

　
納
付
期
限
内
に
お
納
め
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
口
座
振
替
の
方
は
、
６
月
30
日

に
引
き
落
と
し
い
た
し
ま
す
の
で
、

残
高
の
ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
転
出
・
婚
姻
等
、
世
帯
状
況
に

異
動
が
あ
っ
た
場
合
で
も
、
自

動
的
に
解
約
と
は
な
り
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
口
座
振
替

　
口
座
振
替
の
手
続
き

　
　
納
税
書
と
通
帳
と
通
帳
届
出

印
を
持
参
し
、
上
板
町
内
取

扱
金
融
機
関
窓
口
で
お
申
し

込
み
下
さ
い
。

　
取
扱
金
融
機
関

　
　
阿
波
銀
行
、
徳
島
大
正
銀
行
、

　
　
板
野
郡
農
協
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

６
月
は
町
・
県
民
税
、

介
護
保
険
料（
第
１
期
）の

納
付
月
で
す
。

納
付
期
限
は

６
月
30
日（
金
曜
日
）

で
す
。

人
　
権
　
相
　
談

　
上
板
町
で
は
法
務
大
臣
よ
り
委
嘱
を
う
け
た
人
権
擁
護
委
員

が
、
特
設
相
談
所
を
設
け
、
皆
様
の
人
権
に
つ
い
て
の
相
談
を

受
け
た
り
、
法
務
局
と
連
携
し
な
が
ら
人
権
を
守
る
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。
令
和
５
年
６
月
は
次
の
と
お
り
予
定
し
て
い

ま
す
。

■
開
催
場
所　
上
板
町
中
央
公
民
館（
役
場
２
階
）第
１
会
議
室

■
開
催
日
時　
令
和
５
年
６
月
１
日（
木
）

　
　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
〜
午
後
４
時

■
開
催
場
所　
上
板
町
中
央
公
民
館（
役
場
２
階
）第
１
会
議
室

■
開
催
日
時　
令
和
５
年
６
月
15
日（
木
）

　
　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
〜
午
後
４
時

　
ま
た
、
徳
島
県
立
人
権
教
育
啓
発
推
進
セ
ン
タ
ー
及
び
徳
島

地
方
法
務
局
常
設
相
談
所
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
書
き
込

み
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
事
な
ど
、
様
々

な
相
談
を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

○
人
権
教
育
啓
発
推
進
セ
ン
タ
ー

　
徳
島
県
男
女
参
画
・
人
権
課
分
室

　
☎
０
８
８

−

６
６
４

−

３
７
０
１

　
徳
島
市
東
沖
洲
２

−

14

　
沖
洲
マ
リ
ン
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
内　
あ
い
ぽ
ー
と
徳
島

○
徳
島
地
方
法
務
局
常
設
相
談
所

　
徳
島
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　
徳
島
市
徳
島
町
城
内
６
番
地
６　
徳
島
合
同
庁
舎
６
階

　
相
談
時
間　
平
日　
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分

電
話
に
よ
る
相
談

●
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

　
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル�

０
５
７
０

−

０
０
３

−

１
１
０

　
※
発
信
地
域
に
応
じ
て
、
最
寄
り
の
相
談
所
に
つ
な
が
り
ま
す
。

●
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　
全
国
共
通
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル�

０
１
２
０

−

０
０
７

−

１
１
０

●
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル�

０
５
７
０

−

０
７
０

−

８
１
０

　
※
発
信
地
域
に
応
じ
て
、
最
寄
り
の
相
談
所
に
つ
な
が
り
ま
す
。

● お問い合わせ ●　　上板町役場　住民人権課　　☎０８８−６９４−６８０９

今
月
の

納
付
期
限
に
つ
い
て

● お問い合わせ ●
上板町役場　税務課　　（町・県民税）　　☎０８８−６９４−６８０７
上板町役場　健康推進課（介護保険料）　　☎０８８−６９４−６８１０
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藍マルシェ開催！藍マルシェ開催！藍マルシェ開催！藍マルシェ開催！

技の館（〒771－1310　徳島県板野郡上板町泉谷字原東32－4）

６月18日日
@技の館

10：00～15：00
※小雨決行

和三盆体験

今年も、藍染めの染料 “すくも” の生産日本一の町、上
板町で藍がいっぱいのマルシェが開催されます。
藍染め体験や藍染め作品の展示販売をはじめ、藍以外に
も様々なジャンルのお店が多数出展！
キッチンカーや、ワークショップ、子ども縁日、スタン
プラリー など家族みんなで楽しめるマルシェに是非お
こしください！

1,000円～2,000円 (内容に応じて)

所要時間　30分～60分
●館内見学
●サトウキビの絞り体験とサトウキビジュースの試飲
●白下糖を使用したお菓子の試食
●干菓子の手作り体験　※干菓子のお土産づくり　※希望者のみ＋1000円で干菓子９個を追加で手作り体験していただけます。（所要20分）

☎ 088－637－6555　FAX 088－637－6554　Email:ai@wazanoyakata.com

体験には事前の予約が必要です。
(１度に10名まで受付可)

● 予約・お問い合わせ ●　　

令和５年度地域パソコン講座日程表【板野郡】
月 日 曜日 対象 コース名 月 日 曜日 対象 コース名

７月 22日

土
曜
知　
的

全６回
パソコン基本・インターネット・

パソコンで作品づくり
インターネットをつかって、動画をみたり、
オリジナル作品を作ったり、楽しみながら
パソコンの使い方を学びます

9月

1日

金
曜

身
体
・
精
神
・
難
病

� １コース　４回
Windowsの基本・インターネット活用
パソコンの基本やWindowsの操作方法、イ
ンターネットの便利な活用方法を学びます、
パソコンを使ったモノづくり等も行います

29日 8日

８月

5日 15日
12日 22日
19日 29日

Wordの基礎� ２コース　４回
文字の入力等の基礎から、各種案内文書やビ
ジネス文書が作成できるレベルをめざします

26日

10月

6日

【板野郡　全27回】

●知的（６回：土曜日）
　10：00〜 12：00　２時間／回
　会場：福祉ホームリズム　2F　地域交流スペース
　　　　（板野郡藍住町矢上字安任56-5）
　定員：７人

●身体･精神･難病（21回：金曜日）
　13：00〜 16：00　３時間／回
　会場：福祉ホームリズム　2F　地域交流スペース
　　　　（板野郡藍住町矢上字安任56-5）
　定員：10人

※11月３日（文化の日）・12月29日はお休みです
※予定は変更となる場合があります

13日
20日
27日

Wordの応用� ３コース　５回
画像や図、表などを入れた文書や複数の
ページの文書の作成ができる等さらに高度
なレベルをめざします

11月
10日
17日
24日

12月

1日
8日 Excel基礎� ４コース　３回

Excelを使った表や簡単な計算、グラフの
作成等を学びます

15日
22日

１月
5日 画像加工の基礎� ５コース　３回

無料の画像編集加工ソフトを使用して簡単
な画像加工を学びます

12日
26日

２月
2日 まとめ（復習）� ２回

WordやExcel、画像等を入れた文書作成
により総合的な復習をします9日

● お問い合わせ ●　障がい者生活支援センター　凌雲　☎ 088−693−1117　FAX 088−692−6776

地 域 障 が い 者 パ ソ コ ン 講 座
●知的障がい者の方を対象にした講座　�  　締め切り　７月14日（金）
●身体および精神障がい者・難病等障がい者の方を対象とした講座　�  　締め切り　８月25日（金）
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● お問い合わせ ●　　上板町学校給食センター　　☎０８８－６９４－２２７９

学校給食センター

●お問い合わせ●　上板町役場　住民人権課　☎088－694－6809

お誕生おめでとう
（令和５年４月）

天　野　慎　哉 千　春 　昴
すばる

男の子（泉谷）　

大　平　宗　礼 愛梨菜 善斗
ぜんと

男の子（西分）　

安　友　裕　人 由　実 花帆
かほ

女の子（引野）　

　今年度は新しく４つの幼稚園に71名、４つの小学校に86名、中学校に75
名の新入生を迎え約1000名のスタートとなりました。
　４月19日に幼稚園と小学校の新入生のみなさんは初めての給食となりまし
た。みんながそろった初めての給食なので、お祝いのデザートがつきました。
また、毎月19日は食育の日なので、なるべく徳島県産や上板町産の食材
を取り入れた献立にもなっています。上板町産の春にんじんを使った
キャロットラペやわかめスープに、人気メニューの鶏のから揚げでした。
　これから毎日給食を食べるようにな
りますが、いつか学校給食から卒業す
るまでに嫌いなものがひとつでも食べ
られるようになったり、栄養について
の知識を身につけたり、健康の基礎を
培ってもらえたらうれしく思います。

給食がはじまりました給食がはじまりました

　マイナンバーカードを申請し、「個人番号カード交付・
電子証明書発行通知書兼照会書」（ハガキ）が届いた方
で希望する方に対し、マイナンバーカードの休日交付
を行います。
　ご希望の方は、事前に必ずご予約をお取りください。
　ホームページにも詳細について掲載しております。

●開設日時
　令和５年６月11日（日）　９時15分～
　　　　　６月25日（日）　９時15分～
　※５人以上集まらない場合は、日時
　　の変更をいたしますので、あらか
　　じめご了承ください。

●場所　上板町役場　住民人権課

マイナンバーカード交付の
休日窓口を開設します！

●　お問い合わせ　● （事前予約制）
上板町役場　住民人権課　☎088－694－6809

事前
予約制

マイナポイント第２弾の申込
期限が2023年９月末まで

延長しました！

●　お問い合わせ　●

0120－95－0178マイナンバー
総合フリーダイヤル
上板町役場　住民人権課　　　　☎088－694－6809

※2023年2月末までにマイナンバーカードを申請され
　た方が対象です。

・告　示　日　令和５年９月19日（火）
・立候補受付　令和５年９月19日（火）８時30分～ 17時
　　　　　　　上板町中央公民館・大会議室（役場２階）
・投 票 日 時　令和５年９月24日（日）７時～ 20時　　
・投　票　所　町内５投票所（投票所入場券に、あなたの
　　　　　　　投票所を記載しています）

上板町議会議員一般選挙が下記により執行される予定です。

● お問い合わせ ●
上板町選挙管理委員会事務局（上板町役場総務課内）

☎０８８－６９４－６８０１

上板町議会議員一般選挙のお知らせ
選
挙
日
程

2023（令和 5）年 6月 1日　●　24

■
発
行
と
編
集
／
徳
島
県
板
野
郡
上
板
町
役
場
　
上
板
町
広
報
編
集
委
員
会
　
☎
088 −

694 −
6824 　

令
和
５
年
６
月
１
日
発
行

見
や
す
い
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン

フ
ォ
ント
を
採
用
し
て
い
ま
す
。


